
聖

籠

町

営

住

宅

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

平

成

二

十

四

年

三

月

二

十

九

日

 

×
×

×
×

×
×

×
×

×

聖

籠

町

長

 
 

 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 
 

 

聖

籠

町

規

則

第

十

一

号

 

聖

籠

町

営

住

宅

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

聖

籠

町

営

住

宅

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

七

年

聖

籠

町

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

十

五

条

中

「

敷

金

は

、

町

長

が

通

知

す

る

東

山

団

地

敷

金

納

入

通

知

書

(

別

記

様

式

第

十

六

号

)

に

よ

り

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

を

「

敷

金

の

納

入

の

通

知

は

、

聖

籠

町

財

務

規

則

（

平

成

三

年

聖

籠

町

規

則

第

三

号

)

第

四

十

六

号

様

式

に

よ

る

」

に

改

め

る

。

 

 

別

記

様

式

第

十

号

及

び

別

記

様

式

第

十

一

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 



               

別

記

様

式

第

十

五

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

             

 

別記様式第 11 号 (第 12 条関係 ) 
              

       (表 )  

 

               （ 裏 ）    

 

別記様式第 15 号 (第 14 条関係 ) 
 
            （ 表 ）  

 

            （ 裏 ）   

 



 

別

記

様

式

第

十

六

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

 
 

 
附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

  

 


